令和8年4月1日
ＳＳ運営組合員　各位
山形県石油協同組合
山形県石油商業組合

経営再建支援事業のお知らせ

　毎々格別のご協力をたまわり誠にありがとうございます。
　さて首題の件、実施主体である全国石油商業組合連合会において申請受付が開始されております。
　つきましては、改めて支援事業の概要を下記のとおりご案内申し上げますので、ぜひご活用いただきますようお願い申し上げます。
記
【経営再建支援事業（令和7年度補正予算）の概要】
 ⑴小規模事業者の事業継続支援事業
· 対象者：ＳＳを運営している従業員5人以下の小規模事業者
· 対象となる事業：以下の3区分
	①安全検査対応
	・計量機メーター検定費用
・地下タンク等漏えい検査費用、ローリーの圧力検査費用等
・揮発油分析料（年36回実施している場合のみ）

	②業務安全対策
	防爆空調服、スポットクーラー、空気清浄機、エアコン、扇風機（小型・大型）、冷蔵庫、暑さ指数計、消火設備、融雪マット、電熱ベスト、温風ヒーター、AED、LED照明、洗濯機、除雪機、情報通信機器などの購入・設置費用等

	③安全対策等研修
	危険物取扱者（乙四）、自動車整備業務、タイヤ空気充填業務などに関する安全研修などの受講費用


· 補助率：上記①②は２/３（SS過疎地は３/４）、③は１０/１０。ただし、②は設置費を含め50万円未満、③は上限20万円まで。
· 上限：補助対象経費合計100万円まで（補助金額：66.6万円）　※複数回の申請可
· 流れ：申請書提出→審査・交付決定→発注・実施・支払→実績報告書提出→補助確定→補助金の交付
· 申請期間：１次＝３月３１日～５月２９日、　２次＝7月1日～９月３０日
· その他：申請に必要となる書類等については「申請者手引書」をご参照ください。
· 手引書・申請書類等は全石連および当組合ホームページよりダウンロード願います。
⑵中小企業の油外収益確保等の取組支援事業
　➡「油外収入の確保に資する設備投資等の取り組みに対する補助事業」（事業例として簡易郵
便局併設、飲食・小売業に伴うサービスルーム改装、物流配送拠点整備、など）は、近日
中に受付開始の予定で準備が進められています。開始の際は改めてご連絡いたします。

· 御不明の点等ございましたら当組合事務局（菊地）までお問合せ願います。
以上
